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秋田県公報
■　目　次　■

　 秋 田 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 六 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 議 会 議 長　 大　 里　 祐　 一　

秋 田 県 議 会 規 則 第 一 号

　　　 秋 田 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 秋 田 県 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 第 二 節

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 第 一 節　 通 則 （ 第 十 三 条 の 二 ― 第 二 十 六 条 ）

　 目 次 中 「 第 一 節　 通 則 （ 第 十 四 条 ― 第 二 十 六 条 ） 」 を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 、　　 第 三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 十 三 条 の 二 （ 議 長 へ の 通 知 ）　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 二 節

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 三

　 公 聴 会 （ 第 二 十 七 条 ― 第 三 十 二 条 ）

十 七 条 （ 公 聴 会 開 催 の 手 続 ）

十 八 条 （ 意 見 を 述 べ よ う と す る 者 の 申 出 ）

十 九 条 （ 参 加 者 の 決 定 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 第 二 節　 削 除

十 条 （ 参 加 者 の 発 言 ）　　　　　　　　　　　 を　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 二 十 七 条 ― 第 三 十 二 条 （ 削 除 ） 」

十 一 条 （ 委 員 と 参 加 者 の 質 疑 ）　　　　　　　　　

十 二 条 （ 代 理 人 又 は 文 書 に よ る 意 見 の 陳 述 ）

の 二　 参 考 人 （ 第 三 十 二 条 の 二 ）

十 二 条 の 二 （ 参 考 人 ）　　　　　　　　　　 」

　 第 十 条 中 「 第 百 十 五 条 の 二 」 を 「 第 百 十 五 条 の 三 」 に 改 め る 。

　 第 十 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 「 議 長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 議 会 運 営 委 員 会 に 諮 り 委 員 会 に 」 を 「 議 会 の 議 決

で 」 に 改 め る 。

　 第 六 章 第 一 節 中 第 十 四 条 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 議 長 へ の 通 知 ）

第 十 三 条 の 二　 委 員 会 を 招 集 し よ う と す る と き は 、 委 員 長 は 、 開 会 の 日 時 、 場 所 、 事 件 等 を あ ら か じ め 議 長 に 通 知 し な

　 け れ ば な ら な い 。

　 第 二 十 三 条 の 二 第 二 項 中 「 第 百 九 条 の 二 第 四 項 」 を 「 第 百 九 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

　 第 六 章 第 二 節 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　　 第 二 節　 削 除

第 二 十 七 条 か ら 第 三 十 二 条 ま で　 削 除

　 第 六 章 第 二 節 の 二 を 削 る 。

　　　議会規則		
　○秋田県議会会議規則の一部を改正する規則（１・議事課）……………………………………………………………１
　　　議会訓令		
　○秋田県議会事務局の組織及び事務に関する規程の一部を改正する訓令（１・議会事務局総務課）………………２
　○秋田県議会図書室規程の一部を改正する訓令（２・政務調査課）……………………………………………………２
　　　議会告示		
　○秋田県政務調査費の交付に関する規程の一部を改正する規程（１・政務調査課）…………………………………２

議 　 会 　 規 　 則
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　 第 五 十 七 条 第 七 項 中 「 第 百 二 十 一 条 」 を 「 第 百 二 十 一 条 第 一 項 本 文 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 七 十 二 号 ） 附 則 第 一 条 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定

の 施 行 の 日 （ 平 成 二 十 五 年 三 月 一 日 ） か ら 施 行 す る 。

秋 田 県 議 会 訓 令 第 一 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事 務 局 一 般　

　 秋 田 県 議 会 事 務 局 の 組 織 及 び 事 務 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 六 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 議 会 議 長　 大　 里　 祐　 一　

　　　 秋 田 県 議 会 事 務 局 の 組 織 及 び 事 務 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 秋 田 県 議 会 事 務 局 の 組 織 及 び 事 務 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 年 十 月 一 日 制 定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 四 条 政 務 調 査 課 の 項 第 九 号 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 五 年 三 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

秋 田 県 議 会 訓 令 第 二 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事 務 局 一 般

　 秋 田 県 議 会 図 書 室 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 六 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 議 会 議 長　 大　 里　 祐　 一

　　　 秋 田 県 議 会 図 書 室 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 秋 田 県 議 会 図 書 室 規 程 （ 平 成 二 十 四 年 秋 田 県 議 会 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 中 「 第 百 条 第 十 八 項 」 を 「 第 百 条 第 十 九 項 」 に 改 め る 。

　 第 十 条 及 び 第 十 一 条 中 「 管 理 及 び 運 営 」 を 「 運 営 及 び 管 理 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 五 年 三 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

秋 田 県 議 会 告 示 第 一 号

　 秋 田 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の と お り 定 め る 。

　　 平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 六 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 議 会 議 長　 大　 里　 祐　 一

　　　 秋 田 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

　 秋 田 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 規 程 （ 平 成 十 三 年 秋 田 県 議 会 告 示 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 秋 田 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 規 程

　 第 一 条 中 「 秋 田 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 」 を 「 秋 田 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 」 に 改 め る 。

　 第 二 条 第 一 項 中 「 第 五 条 第 一 項 」 を 「 第 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 五 条 第 二 項 」 を 「 第 六 条 第 二 項 」 に

改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第 五 条 第 三 項 」 を 「 第 六 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

　 第 三 条 中 「 第 六 条 第 一 項 」 を 「 第 七 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 の 見 出 し を 「 （ 政 務 活 動 費 請 求 書 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 八 条 第 一 項 」 を 「 第 九 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 を 削 り 、 第 六 条 を 第 五 条 と し 、 第 七 条 を 第 六 条 と す る 。

　 第 八 条 中 「 政 務 調 査 費 経 理 責 任 者 」 を 「 政 務 活 動 費 経 理 責 任 者 」 に 、 「 政 務 調 査 費 に 」 を 「 政 務 活 動 費 に 」 に 、 「 政

務 調 査 費 の 」 を 「 政 務 活 動 費 の 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 条 と す る 。

　 第 九 条 を 第 八 条 と す る 。

　 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 を 削 る 。

　 様 式 第 一 号 中 「秋田県政務調査費の交付に関する条例第５条第１項 」 を 「秋田県政務活動費の交付に関する条例第６
条第１項 」 に 、 「政務調査費経理責任者 」 を 「政務活動費経理責任者 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 二 号 中 「秋田県政務調査費の交付に関する条例第５条第２項 」 を 「秋田県政務活動費の交付に関する条例第６

議 　 会 　 訓 　 令

議 　 会 　 告 　 示
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条第２項 」 に 、 「政務調査費経理責任者 」 を 「政務活動費経理責任者 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 三 号 中 「秋田県政務調査費の交付に関する条例第５条第３項 」 を 「秋田県政務活動費の交付に関する条例第６
条第３項 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 四 号 中 「秋田県政務調査費の交付に関する条例第６条第１項 」 を 「秋田県政務活動費の交付に関する条例第７
条第１項 」 に 、 「、政務調査費 」 を 「、政務活動費 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 五 号 及 び 様 式 第 六 号 中 「政務調査費請求書 」 を 「政務活動費請求書 」 に 、 「秋田県政務調査費の交付に関する
条例第８条第１項 」 を 「秋田県政務活動費の交付に関する条例第９条第１項 」 に 、 「政務調査費を 」 を 「政務活動費
を 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 七 号 中 「第６条関係 」 を 「第５条関係 」 に 、 「使途項目 」 を 「支出項目 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 八 号 中 「第７条関係 」 を 「第６条関係 」 に 、 「政務調査費収支報告書 」 を 「政務活動費収支報告書 」 に 、 「秋
田県政務調査費の交付に関する条例 」 を 「秋田県政務活動費の交付に関する条例 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 五 年 三 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 秋 田 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 規 程 の 規 定 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 日 以 後 に 交 付 の 決 定 が

　 行 わ れ る 政 務 活 動 費 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 交 付 の 決 定 が 行 わ れ る 政 務 調 査 費 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

発行者　　秋　田　県　　　　秋田市山王四丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　電話　018−860−1078（総務部広報広聴課）


